
令和元年度 安全対策推進ネットワーク第１５号（令和２年３月２４日）

小型船舶の事故防止に係る
関係機関連絡会

（事務局：第四管区海上保安本部）

海の安全情報メール配信サービス →

（空メールを送信して登録して下さい）
海の安全情報スマートフォン用サイト →
（こちらから登録して下さい）

適切な見張りの実施は船長の義務です！
伊良湖水道航路周辺海域において、今年に入り相次いで

①（1/10 午前4時頃）貨物船×貨物船 ②（1/22 午前10時頃）ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ×遊漁船
③（3/1 午後6時30分頃）外航貨物船×漁船 ④（3/18 午前1時30分頃）タンカー×漁船

の衝突事故が発生しています。

また、衝突事故に至っていないものの、ニアミスも数件発生しています。

伊良湖水道航路は大小様々な船舶が行き交う輻輳海域ですので、自分は大丈夫と

油断することなく常に周囲への厳重な見張りをお願いします。

伊良湖水道航路周辺衝突発生位置図
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http://www7.kaiho.mlit.go.jp/micsmail/reg/touroku.html

